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要  旨 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27年度より、子ども・子育て支援新制度がスタートしていますが、これは、子ども・子育て支援法など

子ども・子育て関連３法に基づく制度であり、その目的の中には質の高い保育の総合的な提供、また保育

の量的拡大、質的改善などが挙げられています。 
しかし、子ども・子育て支援新制度は、昨年末から市町村に詳細が示され、本年１月に市保育協会に説

明が行われるなど、性急過ぎる新制度の導入に伴い、各保育園での受け入れに支障を来しています。 
今までの補助金制度についても、現在も協議が調っていない状況が続き、髙島市長が６月議会終了後に

実施すると明言された外部委員会による補助金のあり方検討も８月から開始され、報告のめども立ってお

らず、保育の現場では混乱が生じています。 
我々、市保育協会は、今まで、本市と時には議論を重ね、時には協働歩調で、さまざまな保育行政課題

の解決に向けて努力してきました。 
このように、新制度に対しても、誰もが安心してひとしく保育を受けられる仕組みづくりとして、多様

な子育てニーズに対応するためにも、保育の質の向上を目指す本市独自の福岡方式として、保育士の処遇

改善や労働環境整備を推進すべきと考えます。 
そのためには、市保育協会と一刻も早い協議の再開を行い、本市独自の支援策を講じるようにお願いし

ます。 
よって、以下の事項を請願します。 
 
１．新制度導入に伴い、保育の質の向上を目指す施策について、市保育協会と協議の再開を行うこと。

２．新制度の課題である多様な保育ニーズへの対応として、保育の質の向上に要する本市独自の新たな

福岡方式を構築すること。 
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